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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】出力信号の品質を改善することができる受信装
置を提供する。
【解決手段】選局回路４０は、入力信号から選局チャン
ネルに対応する帯域を通過させ、他の帯域を減数させる
第１の可変バンドパスフィルタ１１と、選局チャンネル
に応じたローカル周波数帯の信号を、第１の可変バンド
パスフィルタ１１を通過した入力信号と混合させて中間
信号を生成する混合回路１３と、中間信号の所定帯域を
通過させ、他の帯域を減数させる第２の可変バンドパス
フィルタ１７と、第２の可変バンドパスフィルタ１７か
ら出力された信号をもとに出力信号を生成し、出力信号
の評価値が最適値となるよう第１の可変バンドパスフィ
ルタ１１の第１の通過周波数帯を調整する第１の調整手
段２１と、出力信号の評価値が最適値となるよう第２の
可変バンドパスフィルタ１７の第２の通過周波数帯を調
整する第２の調整手段２２と、を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンテナで受信したテレビジョン電波に応じた入力信号から選局チャンネルに対応する
出力信号を出力するスーパーヘテロダイン方式の選局回路であって、
　前記入力信号から選局チャンネルに対応する帯域を通過させ、他の帯域を減数させる第
１の可変バンドパスフィルタと、
　前記選局チャンネルに応じたローカル周波数帯の信号を、前記第１の可変バンドパスフ
ィルタを通過した前記入力信号と混合させて中間信号を生成する混合回路と、
　前記中間信号の所定帯域を通過させ、他の帯域を減数させる第２の可変バンドパスフィ
ルタと、
　前記第２の可変バンドパスフィルタから出力された信号をもとに出力信号を生成する出
力回路と、
　前記出力信号の評価値が最適値となるよう前記第１の可変バンドパスフィルタの第１の
通過周波数帯を調整する第１の調整手段と、
　前記出力信号の評価値が最適値となるよう前記第２の可変バンドパスフィルタの第２の
通過周波数帯を調整する第２の調整手段と、を有することを特徴とする選局回路。
【請求項２】
　前記評価値は、キャリア・ノイズ比またはビットエラーレートである、ことを特徴とす
る請求項１に記載の選局回路。
【請求項３】
　前記第１の調整手段が用いる前記評価値は、前記第２の調整手段が用いる前記評価値と
異なる、ことを特徴とする請求項１に記載の選局回路。
【請求項４】
　前記第１の調整手段と前記第２の調整手段とは、チャンネルが選局される毎に、前記第
１の通過周波数帯と前記第２の通過周波数帯の調整を行う、ことを特徴とする請求項１か
ら請求項３のいずれか一項に記載の選局回路。
【請求項５】
　前記第１の調整手段が調整した第１の通過周波数帯と、前記第２の調整手段が調整した
第２の通過周波数帯と、を記録する記録手段と、
　チャンネルが選局されるごとに、前記第１の可変バンドパスフィルタを前記記録手段に
記録された前記第１の通過周波数帯に設定し、前記第２の可変バンドパスフィルタを前記
記録手段に記録された前記第２の通過周波数帯に設定する設定手段と、を有することを特
徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の選局回路。
【請求項６】
　前記請求項１に記載の選局回路を有することを特徴とする受信装置。
【請求項７】
　前記選局回路を、少なくとも２以上備えている、ことを特徴とする請求項６に記載の受
信装置。
【請求項８】
　前記第１の通過周波数帯域と前記第２の通過周波数帯域との調整後の前記評価値を表示
させる表示手段、を有することを特徴とする請求項６または請求項７のいずれかに記載の
受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビジョン電波から所定のチャンネルに対応する信号を取り出す選局回路
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アンテナで受信したテレビジョン電波から選局チャンネルに対応する帯域部分を取り出
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すために選局回路が用いられる。選局回路は、選局チャンネルの帯域と同調する部分のみ
を通過させことで番組を取り出すことができる。
【０００３】
　特許文献１、２には、選局回路としてスーパーヘテロダイン方式の選局回路が開示され
ている。スーパーヘテロダイン方式の選局回路は、テレビジョン電波に選局チャンネルに
対応するローカル信号を混合させて、所望とする出力信号を取り出す。
　特許文献には、混合回路の前後に通過帯域が固定されたフィルターを備えている。その
ため、アンテナから出力された入力信号は、フィルターを通過した後、混合器でローカル
信号が混合される。そして、混合器からの出力はフィルターに入力し、増幅器で増幅され
、復調回路に出力される（例えば、特許文献１、２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－０５８４８５号公報
【特許文献２】特開２００９－０１６９１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　番組を視聴する地域や、その住宅のアンテナが設置される環境、周辺機器からの輻射の
影響により、出力信号にノイズが生じる場合がある。出力信号にノイズが生じると、表示
パネル等の出力装置で出力される画面にノイズ画像が生じ、番組の視聴に悪影響を与える
。
【０００６】
　本発明は、上記課題にかんがみてなされたもので、出力信号の品質を改善することがで
きる受信装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様では、アンテナで受信したテレビジョン電
波に応じた入力信号から選局チャンネルに対応する出力信号を出力するスーパーヘテロダ
イン方式の選局回路に関するものである。
　選局回路は、入力信号から選局チャンネルに対応する帯域を通過させ、他の帯域を減数
させる第１の可変バンドパスフィルタと、選局チャンネルに応じたローカル周波数帯の信
号を、第１の可変バンドパスフィルタを通過した入力信号と混合させて中間信号を生成す
る混合回路と、中間信号の所定帯域を通過させ、他の帯域を減数させる第２の可変バンド
パスフィルタと、第２の可変バンドパスフィルタから出力された信号をもとに出力信号を
生成する出力回路と、出力信号の評価値が最適値となるよう第１の可変バンドパスフィル
タの第１の通過周波数帯を調整する第１の調整手段と、出力信号の評価値が最適値となる
よう第２の可変バンドパスフィルタの第２の通過周波数帯を調整する第２の調整手段と、
を有する。
【０００８】
　『可変バンドパスフィルタ』は、通過帯域を変化させることができるバンドパスフィル
タであればどのようなものであってもよい。
　『評価値』は、出力信号を評価できる値であり、ＣＮ比（Carrier to noise ratio）や
、ＢＥＲ（Bit Error Rate）や、これらを組み合わせた値を用いることができる。ここで
、ＣＮ比は、出力信号におけるキャリア（搬送波）Ｃとノイズ（雑音）Ｎの電力比を意味
する。ＢＥＲは、出力信号のエラー率を示す値である。
　『最適値』とは、予め決められた最適値（閾値）を超える場合や、複数回の計測のうち
最も値の良いもの、さらには複数回の計測の平均値を含む概念である。
　『第１の調整手段』および『第２の調整手段』は、外部で検出した出力信号の評価値を
取得してもよいし、第１の調整手段が出力信号を受信し、受信した出力信号から評価値を
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算出するものであってもよい。
　『出力回路』は、第２のバンドパスフィルタを通過した信号を増幅、復調、誤り訂正す
る回路の総称である。
【０００９】
　第１の調整手段が出力信号の評価値が最適値となるよう第１の可変バンドパスフィルタ
の第１の通過周波数帯を調整したのち、第２の調整手段が出力信号の評価値が最適値とな
るよう第２の可変バンドパスフィルタの第２の通過周波数帯を調整する。そのため、入力
信号からノイズ成分を効率よく除去することが可能となり、視聴する番組の画質等の品質
を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】一例として示す受信装置１００のブロック図。
【図２】一例として示す選局回路４０のブロック図。
【図３】選局回路４０の内部で生成される信号の変化を説明する図。
【図４】第１の調整手段２１と第２の調整手段２２によりＩＦ信号の品質を改善する手法
を説明する図。
【図５】図４の処理において変化する信号の変化を説明するフローチャート。
【図６】一例として表示装置６０に表示されるＯＳＤ画面を示す図。
【図７】第２の実施形態において、選局回路４０により実行される品質改善処理を説明す
るフローチャート。
【図８】第３の実施形態における選局回路を示すブロック図。
【図９】メモリ１９に記録されている通過周波数帯を説明する図。
【図１０】第４の実施形態での受信装置１００の一部を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、下記の順序に従って本発明の実施形態を説明する。
１．第１の実施形態：
（１）受信装置の構成
（２）選局回路の構成
（３）品質改善方法
２．第２の実施形態：
３．第３の実施形態：
４．第４の実施形態：
５．その他の実施形態：
【００１２】
１．第１の実施形態：
（１）受信装置の構成
　図１は、一例として示す受信装置１００のブロック図である。
図１に示す受信装置１００は、選局回路４０を備える録画装置である。選局回路４０は、
アンテナ２００に接続されており、アンテナ２００が受信したテレビジョン電波から選局
チャンネルに対応する信号（ＴＳパケット）を取り出す。ＴＳパケットは選局チャンネル
に対応する映像・音声や、ＳＩ情報で構成されている。なお、選局回路４０の具体的な構
成については後術する。
【００１３】
　選局回路４０の出力側には、エンコーダ５０が接続されている。エンコーダ５０は、選
局回路４０から出力された信号を符号化する。エンコーダ５０の出力側には、ストリーム
コントローラ５１が接続されている。ストリームコントローラ５１は、エンコーダ５０に
より符号化されたＴＳパケットを、補助記憶装置５２の記録領域に記録する。補助記憶装
置５２は、ＨＤＤなどの磁気記憶装置、ＳＳＤ（solid state drive）等の半導体記憶装
置、さらには、ＤＶＤ、ＢＤ等の光ディスクである。また、ストリームコントローラ５１
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には、デコーダ５３が接続されている。補助記憶装置５２に記録されたＴＳパケットを再
生する場合、ストリームコントローラ５１は、ＴＳパケットをデコーダ５３に出力する。
デコーダ５３は、読み出されたＴＳパケットをデコードし、出力端子５６を通じて出力す
る。この出力端子５６には、出力装置として機能する表示装置６０を接続することができ
る。表示装置６０は、出力端子５６を通じて受信した信号を映像および音声として出力す
る。
【００１４】
　受信装置１００を構成する各部は、バス５４を通じてシステムコントローラ５５に接続
されている。システムコントローラ５５は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭを備えて
おり、ＲＯＭに記録されたプログラムをＲＡＭ上に展開して実行することで選局回路４０
による選局処理や、ＴＳパケットの録画処理といった、受信装置１００の駆動を制御する
ことができる。また、システムコントローラ５５は、リモコン装置７０からの操作コマン
ドを受信することができる。ユーザがリモコン装置７０を操作することで、システムコン
トローラ５５からバス５４を通じて選局回路４０に選局処理を実行させるための制御が行
われる。
【００１５】
（２）選局回路の構成
　次に、選局回路４０の詳細な構成について説明する。図２は、一例として示す選局回路
４０のブロック図である。選局回路４０は、ＲＦ信号にローカル信号を合成して、選局チ
ャンネルに対応する中間信号（ＴＳパケット）を取り出すスーパーヘテロダイン方式の選
局処理を行う。図２に示す選局回路４０は、アンテナ２００で受信されたテレビジョン電
波のうち、選局処理によって選局されたチャンネル（帯域）の信号を取り出すチューナー
１０と、チューナー１０により取り出された信号を復調する復調回路３０と、復調回路３
０で復調された信号の誤りを訂正する誤り訂正回路３１と、を備えている。
　また、図３は、選局回路４０の内部で生成される信号の変化を説明する図である。図３
（ａ）は、図２の点Ａにおける入力信号（ＲＦ信号）を示す。図３（ｂ）は、図２の点Ｂ
における信号を示す。図３（ｃ）は、図２の点Ｃにおける信号を示す。図３（ｄ）は、図
２の点Ｄにおける信号を示す。
【００１６】
　図２に示すチューナー１０の構成を説明する。入力端子には、第１の可変バンドパスフ
ィルタ１１（以下、第１の可変ＢＰＦとも記載する。）が接続されている。第１の可変バ
ンドパスフィルタ１１の通過周波数帯は、例えば、中心周波数を基準として６ＭＨｚに設
定されており、第１の可変ＢＰＦ１１を通過するＲＦ信号（図３（ａ））のうち、この通
過周波数帯が通過し、他の帯域が減数する（図３（ｂ））。また、第１の可変ＢＰＦ１１
は、選局処理により選局されたチャンネルの周波数に応じて、中心周波数を前後にシフト
させて、通過帯域を変化させることができる。
【００１７】
　第１の可変ＢＰＦ１１の出力側には、ＬＮＡ１２を介して混合回路１３が接続されてい
る。ＬＮＡ１２は、第１の可変ＢＰＦ１１を通過したＲＦ信号を低雑音増幅する。
　混合回路１３は、選局チャンネルに応じた周波数帯のローカル信号を、第１の可変ＢＰ
Ｆ１１を通過したＲＦ信号と混合させて中間信号を生成する。図２に示す混合回路１３は
、選局チャンネルに応じたローカル信号を生成するＶＣＯ１５、ＶＣＯ１５の周波数帯を
設定するＰＬＬ１６、ローカル信号をＬＮＡ１２から出力されるＲＦ信号に合成するＭＩ
Ｘ回路１４と、を備える。ＰＬＬ１６は、後術する制御部２０からの制御信号に応じて、
選局チャンネルに対応する周波数帯を設定する。
　図３（ｃ）に示すように、混合回路１３によりローカル信号が混合されたＲＦ信号から
は、信号の和および差に応じた中間信号が生成される。
【００１８】
　混合回路１３の出力側には、中間信号の低周波数成分を通過させ、他の帯域を減数させ
る第２の可変バンドパスフィルタ１７が接続されている。第２の可変ＢＰＦ１７の通過帯
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域は選局チャンネル毎に設定されている。そのため、図３（ｄ）に示すように、中間信号
のうち、低周波成分のみが第２の可変ＢＰＦ１７を通過し、高周波成分は減衰する。第２
の可変バンドパスフィルタ１７の通過帯域の幅は、例えば、６ＭＨｚに設定されている。
【００１９】
　第２の可変ＢＰＦ１７の出力側には、ＡＭＰ１８が接続されており、第２の可変ＢＰＦ
１７を通過した中間信号を増幅する。
【００２０】
　ＡＭＰ１８の出力側には復調回路３０が接続されている。復調回路３０は、ＡＭＰ１８
から出力された中間信号を復調してＩＦ信号（出力信号）を生成する。
　復調回路３０には誤り訂正回路３１が接続されている。誤り訂正回路３１は、復調回路
３０により復調されたＩＦ信号の誤りを修正する。また、誤り訂正回路３１は、受信状態
を評価する評価値としてＣＮ比やＢＥＲを算出する。誤り訂正回路３１は制御部２０に接
続されており、評価値を制御部２０に出力する。
【００２１】
　制御部２０は、選局されたチャンネルに対応する通過周波数帯を混合回路１３に指定す
る。また、制御部２０は、誤り訂正回路３１から出力される評価値をもとに、第１の可変
バンドパスフィルタ１１と第２の可変バンドパスフィルタ１７とをフィードバック制御す
る。具体的には、制御部２０は、誤り訂正回路３１からの出力に応じて、第１の可変バン
ドパスフィルタ１１や、第２の可変バンドパスフィルタ１７の通過帯域を調整する。
　図２に示す制御部２０は、評価値として取得したＣＮ比が最適値となるよう第１の可変
ＢＰＦ１１の第１の通過周波数帯を調整する第１の調整手段２１と、評価値として取得さ
れたＢＥＲが最適値となるよう第２の可変ＢＰＦ１７の第２の通過周波数帯を調整する第
２の調整手段２２と、を有している。
【００２２】
　図４は、第１の調整手段２１と第２の調整手段２２によりＩＦ信号の品質を改善する手
法を説明する図である。ここで、図４（ａ）は、一例として、第１のＢＰＦ１１の通過周
波数帯と減衰帯域との関係を示す図である。図４（ｂ）は、ノイズが重畳している信号（
第１の可変ＢＰＦ１１を通過した信号）を示す図である。また、図４（ｃ）は、ノイズが
重畳していない信号（第１の可変ＢＰＦ１１を通過した信号）を示す図である。
【００２３】
　図４（ａ）に示すように、第１のＢＰＦ１１を通過するＲＦ信号は、通過周波数帯が通
過し、減衰帯域で信号の減衰が生じる。図４（ｂ）では、信号における第１のＢＰＦ１１
の通過帯域内にノイズが重畳している。信号にノイズが重畳すると、後段で生成されるＩ
Ｆ信号の品質を低下させる。そのため、第１の調整手段２１は、第１のＢＰＦ１１の通過
周波数帯を前後に調整し、ノイズが重畳する帯域を第１のＢＰＦ１１の減衰帯域とするこ
とで、ノイズを減衰させてＩＦ信号の品質を改善させることができる。図４（ｃ）では、
第１のＢＰＦ１１の通過周波数帯を高周波側にシフトさせることで、ノイズを減衰帯域で
減衰させている。
　同様に、第２のＢＰＦ１７においても、通過周波数帯を調整することでノイズを減衰さ
せて、ＩＦ信号の品質を改善することが可能となる。
【００２４】
（３）品質改善方法
　次に選局回路４０による品質改善処理を説明する。
　この第１の実施形態では、制御部２０は、ユーザがリモコン装置７０を操作して選局処
理を行うごとに、品質改善処理を行う。この品質改善処理により、ＩＦ信号のノイズ成分
が低減されて、表示装置６０の出力の品質を向上させることができる。
【００２５】
　図５は、選局回路４０により実行される品質改善処理を説明するフローチャートである
。
【００２６】
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　図５のステップＳ１では、制御部２０は、ＲＦ信号、品質改善機能をＯＮし、ステップ
Ｓ２に進む。
【００２７】
　ステップＳ２では、制御部２０（第１の調整手段２１）は、選局チャンネルに対応する
通過周波数帯を設定し、ＩＦ信号のＣＮ比の初期値Ａを取得する。例えば、制御部２０は
選局対象となるチャンネル毎に通過周波数帯を記録している。そして、システムコントロ
ーラ５５を通してユーザが選局したチャンネルにかかる信号を受信すると、選局チャンネ
ルに対応する通過周波数帯を混合回路１３に対して設定する。
【００２８】
　ステップＳ３では、制御部２０は、第１の可変ＢＰＦ１１の通過周波数を調整する。図
４（ａ）に示すように、制御部２０は、通過周波数帯の中心周波数を微小に変化させて、
第１の可変ＢＰＦ１１の通過周波数帯を変化させる。そして、ステップＳ４では、制御部
２０は、調整後の通過周波数帯により取得されたＩＦ信号のＣＮ比Ｃを取得する。
【００２９】
　ステップＳ５では、制御部２０は、初期値ＡとＣＮ比Ｃとを比較して、ＣＮ比が改善さ
れているか否かを判断する。初期値Ａが取得されたＣＮ比Ｃと比べて低ければ、ＣＮ比が
改善されているため、制御部２０は第１のＢＰＦ１１の調整を終了し、ステップＳ８に進
む。一方、初期値ＡがＣＮ比Ｃと比べて高ければ、ＣＮ比が改善されていないため、制御
部２０はステップＳ６に進む。
【００３０】
　ステップＳ６では、制御部２０は、通過周波数帯の調整を行った回数である回数カウン
トａを参照する。この第１の実施形態では、制御部２０は、回数カウントａが閾値Ｔ１（
例えば、Ｔ１＝１０）以上であれば、第１の可変バンドパスフィルタ１１の通過周波数帯
の調整を終了する。ここでは、回数カウントａが閾値Ｔ１未満であるため、制御部２０は
、ステップＳ７に進む
　ステップＳ７では、制御部２０は、回数カウントａに１をプラスして、ステップＳ３に
戻る。
【００３１】
　ステップＳ３に戻り、制御部２０は、第１の可変ＢＰＦ１１の通過周波数帯を変化させ
る。ステップＳ４では、制御部２０は、調整後のＣＮ比Ｃを取得する。そして、初期値Ａ
と通過周波数帯を調整した後のＩＦ信号のＣＮ比Ｃとを比較し、ＣＮ比が改善していなけ
れば（Ａ≧Ｃ）、ステップＳ６に戻る。
　ステップＳ６では、回数カウントａが閾値以上であれば（ステップＳ６：ａ≧Ｔ１）、
制御部２０は、ステップＳ８に進む。
【００３２】
　ステップＳ８では、制御部２０は、第２の可変ＢＰＦ１７の通過周波数帯を選局チャン
ネルに合わせて設定し、ＢＥＲ値の初期値Ｂを取得する。
　ステップＳ９では、制御部２０は、第２の可変ＢＰＦ１７の通過周波数帯を変化させる
。このステップＳ９においても、制御部２０は第２の可変ＢＰＦ１７の通過周波数帯の中
心周波数を増減させて、通過周波数帯を変化させる。
　ステップＳ１０では、制御部２０は、設定された通過周波数帯に応じてＩＦ信号のＢＥ
Ｒ値Ｄを取得する。
【００３３】
　ステップＳ１１では、制御部２０は、ＢＥＲ値の改善の有無を、初期値ＢとＢＥＲ値Ｄ
との比較をもとに判断する。ＢＥＲ値Ｄが改善されていれば（Ｂ＞Ｄ）、制御部２０はス
テップＳ１４に進む。一方、ＢＥＲ値Ｄが改善されていなければ（Ｂ≦Ｄ）、制御部２０
はステップＳ１２に進む。
【００３４】
　ステップＳ１２では、制御部２０は、通過周波数帯の調整を行った回数である回数カウ
ントｂを参照する。この第１の実施形態では、制御部２０は、回数カウントｂが閾値Ｔ２
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（例えば、ｂ＝１０）を以上の場合、第２の可変バンドパスフィルタ１７の通過周波数帯
の調整を終了する。ここでは、回数カウントｂが閾値Ｔ２未満であるため、ステップＳ１
３に進む。ステップＳ１３では、制御部２０は、回数カウントｂに１をプラスする。
【００３５】
　ステップＳ９に戻り、制御部２０は、第２の可変ＢＰＦ１７の通過周波数帯を変化させ
る。そして、ステップＳ１０では、制御部２０は、通過周波数帯の変化後のＩＦ信号のＢ
ＥＲ値Ｄを取得する。ＢＥＲ値が改善するか（ステップＳ１２：Ｂ＞Ｄ）、または、回数
カウントｂが閾値Ｔ２以上（ステップＳ１３：ｂ≧Ｔ２）である場合、制御部２０はステ
ップＳ１４に進む。
【００３６】
　ステップＳ１４では、制御部２０は、ＣＮ比とＢＥＲ値の改善結果をＯＳＤ表示する。
図６は、一例として表示装置６０に表示されるＯＳＤ画面を示す。図６に示すＯＳＤ画面
では、品質改善後のＣＮ比と、ＢＥＲ値とがそれぞれ画面に表示される。
【００３７】
　以上説明したようにこの第１の実施形態では、第１の調整手段２１がＩＦ信号のＣＮ比
が最適値となるよう第１の可変バンドパスフィルタ１１の第１の通過周波数帯を調整した
のち、第２の調整手段２２がＩＦ信号のＢＥＲが最適値となるよう第２の可変バンドパス
フィルタ１７の第２の通過周波数帯を調整する。そのため、ＩＦ信号からノイズ成分を効
率よく除去することが可能となり、視聴する番組の画質等の品質を高めることができる。
【００３８】
　第１の調整手段２１は評価値としてキャリア・ノイズ比を用い、第２の調整手段２２は
評価値としてビットエラーレートを用いることで、別々の評価値によりＩＦ信号の品質を
評価することができるため、品質をより向上させることができる。
【００３９】
　第１の調整手段２１と第２の調整手段２２とは、チャンネルが選局される毎に、第１の
ＢＰＦ１１と第２のＢＰＦ１７の通過周波数帯の調整を行うため、チャンネルが選局され
る毎に適切な出力信号の品質が維持される。
【００４０】
２．第２の実施形態：
　図７は、第２の実施形態において、選局回路４０により実行される品質改善処理を説明
するフローチャートである。この第２の実施形態においても、ＩＦ信号のＣＮ比とＢＥＲ
値とをもとに、第１のＢＰＦ１１と第２のＢＰＦ１７との通過周波数帯が調整される。
【００４１】
　図７のステップＳ２１では、制御部２０は、ＲＦ信号、品質改善機能をＯＮし、ステッ
プＳ２２に進む。
【００４２】
　ステップＳ２２では、制御部２０は、選局チャンネルに対応する通過周波数帯を設定し
、ＩＦ信号のＣＮ比Ｃｉを取得する。ここで、ｉは取得したＣＮ比を識別する値である。
ここでは、最初に取得されたＣＮ比であるため、ｉ＝０となる。この第２の実施形態にお
いても制御部２０は選局チャンネル毎に通過周波数帯を記録している。
【００４３】
　ステップＳ２３では、制御部２０は、第１の可変ＢＰＦ１１の通過周波数を調整する。
そして、ステップＳ２４では、制御部２０は、ＩＦ信号のＣＮ比Ｃｉを取得する。
【００４４】
　ステップＳ２５では、制御部２０は、通過周波数帯の調整を行った回数である回数カウ
ントａを参照する。この第２の実施形態では、制御部２０は、回数カウントａが閾値Ｔ１
以上の場合、第１の可変ＢＰＦ１１の通過周波数帯の調整を終了する。
　ここでは、回数カウントａが閾値Ｔ１（例えば、１０回）未満であるため、制御部２０
は、ステップＳ２６に進む。
【００４５】
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　ステップＳ２６では、制御部２０は、回数カウントａに１をプラスして、ステップＳ２
３に戻る。
【００４６】
　ステップＳ２３では、制御部２０は、第１の可変ＢＰＦ１１の通過周波数帯を調整する
。ステップＳ２４では、制御部２０は、調整後のＣＮ比Ｃｉを取得する。
【００４７】
　ステップＳ２５では、回数カウントａが閾値Ｔ１以上であれば（ステップＳ２５：ａ≧
Ｔ１）、制御部２０は、ステップＳ２７に進む。
【００４８】
　ステップＳ２７では、制御部２０は取得したＣＮ比Ｃｉのうち、最適な値となるＣＮ比
Ｃｉに対応する通過周波数帯を第１のＢＰＦ１１の通過周波数帯に設定する。
【００４９】
　ステップＳ２８では、制御部２０は、ＩＦ信号のＢＥＲ値Ｄｊを取得する。ここで、ｊ
は取得したＢＥＲ値を識別する値である。ここでは、最初に取得されたＢＥＲ値であるた
め、ｊ＝０となる。この第２の実施形態においても制御部２０は選局チャンネル毎に通過
周波数帯を記録している。
　ステップＳ２９では、制御部２０は、第２の可変ＢＰＦ１７の通過周波数帯を変化させ
る。このステップＳ２９においても、制御部２０は第２の可変ＢＰＦ１７の通過周波数帯
の中心周波数を増減させて、通過周波数帯を変化させる。
　ステップＳ３０では、制御部２０は、設定された通過周波数帯に応じてＩＦ信号のＢＥ
Ｒ値Ｄｊを取得する。
【００５０】
　ステップＳ３１では、制御部２０は、通過周波数帯の調整を行った回数である回数カウ
ントｂを参照する。この第１の実施形態では、制御部２０は、回数カウントｂが閾値Ｔ２
（例えば、ｂ＝１０）を超える場合、第２の可変バンドパスフィルタ１７の通過周波数帯
の調整を終了する。ここでは、回数カウントｂが閾値Ｔ２以下であるため、ステップＳ３
２に進む。ステップＳ３２では、制御部２０は、回数カウントｂに１をプラスする。
【００５１】
　ステップＳ２９に戻り、制御部２０は、第２の可変ＢＰＦ１７の通過周波数帯を変化さ
せる。そして、ステップＳ３０では、制御部２０は、通過周波数帯の変化後のＩＦ信号の
ＢＥＲ値Ｄｊを取得する。
　回数カウントｂが閾値Ｔ２以上（ステップＳ２１：ｂ≧Ｔ２）である場合、制御部２０
はステップＳ３３に進む。
【００５２】
　ステップＳ３３では、制御部２０は取得したＢＥＲ値Ｄｊのうち、最適な値となるＢＥ
Ｒ値に対応する通過周波数帯を第２のＢＰＦ１７の通過周波数帯に設定する。
【００５３】
　ステップＳ３４では、制御部２０は、ＣＮ比とＢＥＲ値の改善結果をＯＳＤ表示する。
そのため、表示装置６０には、品質改善後のＣＮ比と、ＢＥＲ値とがそれぞれ画面に表示
される。
【００５４】
　以上説明したようにこの第２の実施形態では、第１の実施形態で奏する効果と同様の効
果を奏することができる。
【００５５】
３．第３の実施形態：
　この第３の実施形態では、第１の実施形態または第２の実施形態で示した処理で取得さ
れた通過周波数帯をチャンネル毎に記録しておき、チャンネルが選局されると、選局チャ
ンネルに対応する通過周波数帯を設定する。
【００５６】
　図８は、第３の実施形態における選局回路を示すブロック図である。
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　図８に示す選局回路４０は、第１のＢＰＦ１１、ＬＮＡ１２、混合回路１３、第２のＢ
ＰＦ１７、ＡＭＰ１８、制御部２０、復調回路３０に加えて、メモリ（記録手段）１９を
備えている。また、制御部２０は、第１の調整手段２１、第２の調整手段２２に加えて、
設定手段２３を機能的に備えている。
【００５７】
　メモリ１９は、第１のＢＰＦ１１の通過周波数帯（第１の通過周波数帯）と、第２のＢ
ＰＦ１７の通過周波数帯（第２の通過周波数帯）とをチャンネルに対応づけて記録してい
る。図９は、メモリ１９に記録されている通過周波数帯を説明する図である。図９では、
制御部２０にプリセットされた選局チャンネル毎に、第１の通過周波数帯と、第２の通過
周波数帯とが対応づけて記録されている。ここで、第１の通過周波数帯は、第１の調整手
段２１が第１の実施形態または第２の実施形態で示す処理により第１のＢＰＦ１１に対し
て設定した値である。第２の通過周波数帯は、第２の調整手段２２が第１の実施形態また
は第２の実施形態で示す処理により第２のＢＰＦ１７に対して設定した値である。メモリ
１９は、データを再書き込みできる揮発性メモリであればＰＲＯＭ、フラッシュメモリ等
どのようなものであってもよい。
【００５８】
　設定手段２３は、チャンネルが選局されるごとに、第１の可変ＢＰＦ１１をメモリ１９
に記録された第１の通過周波数帯に設定し、第２の可変ＢＰＦ１７をメモリ１９に記録さ
れた第２の通過周波数帯に設定する。
　すなわち、この第３の実施形態では、第１の通過周波数帯と第２の通過周波数帯の調整
は、チャンネルが選局される毎には実施されず、調整を行う必要がある場合にのみ実施さ
れる。選局処理毎に設定処理が実行されないため、制御部２０の負荷を低減させることが
できる。
【００５９】
４．第４の実施形態：
　受信装置１００は、複数の選局回路を備えており、各選局回路が、第１の実施形態また
は第２の実施形態に示した品質改善機能を備えている構成としてもよい。
【００６０】
　図１０は、第４の実施形態での受信装置１００の一部を示すブロック図である。図１０
では、３つのチューナー１０♯１～＃３を備えている。各チューナー１０♯１～＃３は、
復調回路３０に接続されており、アンテナ２００で受信されたＲＦ信号から設定されたチ
ャンネルにかかるＩＦ信号を取り出すことができる。また、チューナー１０♯１～＃３は
、第１の実施形態と同様、第１のＢＰＦ、混合回路、第２のＢＰＦ、ＡＭＰ、制御部を備
えている。復調回路３０は誤り訂正回路３１に接続されている。誤り訂正回路３１は、制
御部２０に接続されており、ＩＦ信号のＣＮ比及びＢＥＲ値を制御部２０に出力する。図
１０では、チューナー１０＃１～＃３は復調回路３０を共通としているが、チューナー１
０＃１～＃３が別々の復調回路３０を備えていてもよい。以上により、この第４の実施形
態では、受信装置１００は、選局回路４０を複数有している。
【００６１】
　以上説明したようにこの第４の実施形態では、受信装置１００が複数の選局回路を備え
る場合に、選局されたチャンネル毎に出力信号の品質を改善することができる。
【００６２】
５．その他の実施形態：
　受信装置として録画装置を説明したことは一例であり、選局を備えるものであれば、セ
ットトップボックス、テレビジョン受像機、ＰＣ等どのようなものであってもよい。
【００６３】
　チューナー１０は、第１のＢＰＦの前段に、デジタルテレビジョン放送が放送されるＵ
ＨＦ４７０～５７８ＭＨｚの周波数帯を取得するためのバンドパスフィルタを備えていて
もよい。
【００６４】



(11) JP 2016-15594 A 2016.1.28

10

20

　なお、本発明は上記実施例に限られるものでないことは言うまでもない。当業者であれ
ば言うまでもないことであるが、
・上記実施例の中で開示した相互に置換可能な部材および構成等を適宜その組み合わせを
変更して適用すること
・上記実施例の中で開示されていないが、公知技術であって上記実施例の中で開示した部
材および構成等と相互に置換可能な部材および構成等を適宜置換し、またその組み合わせ
を変更して適用すること
・上記実施例の中で開示されていないが、公知技術等に基づいて当業者が上記実施例の中
で開示した部材および構成等の代用として想定し得る部材および構成等と適宜置換し、ま
たその組み合わせを変更して適用すること
は本発明の一実施例として開示されるものである。
【符号の説明】
【００６５】
　１０…チューナー、１１…第１の可変バンドパスフィルタ、１２…ＬＮＡ、１３…混合
回路、１４…ＭＩＸ回路、１５…ＶＣＯ、１６…ＰＬＬ、１７…第２の可変バンドパスフ
ィルタ、１９…メモリ、２０…制御部、２１…第１の調整手段、２２…第２の調整手段、
２３…設定手段、３０…復調回路、３１…誤り訂正回路、４０…選局回路、５０…エンコ
ーダ、５１…ストリームコントローラ、５２…補助記憶装置、５３…デコーダ、５４…バ
ス、５５…システムコントローラ、５６…出力端子、６０…表示装置、７０…リモコン装
置、１００…受信装置、２００…アンテナ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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